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巫 饒慇
員の請求に基づき、中退共本部から逗

職金が直接支払われます。

聰墨鑢瘍圭
ください。中退共本部と退職金共済契約

を締結後、共済手帳を送付します。

掛金納付
毎月の掛金は□座振薔で金融

機関に納付します。掛金|ま全額事業

主が負担。要件を満たせば、掛金の一部

を国が助成します。
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□座振替

一

金融機関

轟 脚 _歩勃
従業員 本人□座へ退職金を振込

掛金が毎月10000円の場合

608,200円

10年後 >1,265,600円

20年後 > 2,666,600円
贅金額はえヽのな正により変わることがあります

常時雇用する従業員数または資本金の額 出資の総額のいずれかが 次の範囲内であllば力0入できます.

個人企業や公益法人等の場合ホ 常的雇用する従業員数によります。
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常用従業員数

300A●T
まF_は

■本金 出資金

3億円以下

常用従業員数

100知下
または

資本金 出資金

1億円以下

―
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回匠□
・・

100人以下
または

資本金 出資金

5千万円以下 5千万円以下

丁EL:052‐ 856‐8151
FAX:052‐ 856‐8155

TEL:06‐6536‐ 1851
FAX:06‐ 6536‐1850

電話受付900～ 1フ X土曰祝日は除く

名称または氏名

担当者のお名前

人  パー ト従業員数資本金 口  常用従業員数

0こ請求いたたいた際は よくわ

かる中退

^制
度詳細版 (あ らまし,

と新規契約中込書をこ送付させて

いただきます

※こ53入いただきました個人情報は 中退tt

本いの力0入促進活動に必要な範囲内で利用
させていただきます.中退共本部では個人情
報を過切な安全対策のもとに管理し 渇えい
などの防止に努めます。また お客様の同意
なく第二者に開示 提供|`いたしません

配布団体名

日進市商工会
TEL(0561)73‐ 8000“場


